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基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保            ※項目評価欄の表示は上から以下のとおりとなっています。 

課題１ 商品、サービスの安全・安心の確保 上から、項目評価、（前年度評価）、項目評価合計／項目数、評価点数 

①食品の安全性の確保（市民局・保健福祉局・経済農政局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 食の安全性確保に関する情報
をホームページ、パンフレット等
により迅速かつわかりやすく提
供します。 

消費生活

センター 

・食の安全性に関する情報をホー
ムページにより提供する。 
・食の安全性に関するパンフレット
等を暮らしのプラザ内に配置する
とともに、消費生活講座等の受講
者に配布する。 

・食品表示に関する啓発パンフレッ 
トを講座・研修会などの受講者や、 
市内公共施設などに配布した。 
配布した啓発パンフレットは、各 

種関係機関が発行した既製品と、
消費生活センターで新たに作成し
たものを活用。 
 

a 

引き続き情報の収集に努め
るとともに、消費者への情
報提供及び啓発に努めて
いく必要がある。 
 

Ｂ 

生活衛生課 ホームページへの掲載、告示、記
者発表等により、食中毒原因施
設、その他違反者等の公表、話題
となっている食品に関する情報、食
中毒予防のための注意喚起、食中
毒注意報等の発令などを行う。 

・食品衛生法違反者等の公表を実
施した。 
・市内外で発生したＯ１５７、ヒスタミ
ン等の食中毒の注意喚起を行っ
た。 
・カンピロバクター食中毒の啓発チ
ラシを作成し、庁内窓口に配布し
た。 
・食中毒注意報の発令・周知を行っ
た。 

b 

各情報について、更に充実
した内容をホームページ等
により情報提供し、一層の
啓発に努める。 

2 条例に基づき食品に関する危害
についての調査を実施し、勧告
及び事業者名等を公表します。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費者の生命、身体又は財産に及
ぼす危害の発生又は拡大を防止
するために必要があると認めるとき
は、当該商品等の安全性について
調査を行い、その情報を消費者に
提供する。 
 

該当する案件はなかった。 

 

 
― 

勧告及び事業者名等の公
表にあたっては、関係法
令、条例等に基づき適切に
実施する必要がある。 

3 食の安全性に関する講演会や
意見交換会などを開催し、食の
安全に対する知識の普及を図り

消費生活

センター 

営農指導課 

・食の安全性に関する講演会を暮
らしのプラザにおいて実施する。 
・消費者モニターと事業者との意見

・消費者モニター施設見学会・懇談
会を実施した。 

  実施日：10 月 14 日 
a 

・周知方法の工夫により受

講生を増やすとともに、生



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題１ 商品、サービスの安全・安心の確保 

 
2 

ます。 
【充実】 

（再掲：3-課題 3-①-1） 
 
 

交換会を実施する。   場所：千葉市農政センター、富
田都市農業交流センター 

  参加者：40 人 
・千葉市産農産物生産認証者講習
会を実施した。 

  実施日：10 月 20 日 
  場所：千葉市農政センター 
  テーマ：「消費者ニーズを踏まえ

た直売出荷のあり方につい
て」 

  参加者：52 人 
・食の安全に関する講座、講演会
を実施した。 
【講座】 

  ・実施日：11 月 5 日 
  テーマ：「賢い野菜選びで、安心
手作り料理」 

  参加者：30 人 
  ・実施日：11 月 6 日 
  テーマ：「賞味期限と食品の正し

い保存方法」 
  参加者：34 人 
  ・実施日：2 月 5 日 
  テーマ：「安心なお肉を食卓に」 
  参加者：27 人 
  ・実施日：2 月 10 日 
  テーマ：「一緒に考えたい食の

安全」 
  参加者：24 人 
 【講演会】 
  実施日：2 月 15 日 
  テーマ：「今、消費者に求められ

る食卓の安全学」 
  参加者：149 人 
 

産者、消費者の相互理解を

深める契機となるよう、内容

を充実していく。 

・認証者が、消費者に対し
安心な千葉市産農産物の
普及に積極的になれるよ
う、内容を充実していく。 
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生活衛生課 平成２２年度千葉市食品衛生監視
指導計画に対する意見交換会を実
施する。 

「食の安全に関する講演会・意見交
換会」を実施した。 
実施日：２月１日  
場所：総合保健医療センター 
参加者：７５名 

b 

アンケート内容を精査し、講
演内容について更に検討
する必要がある。 

4 食品衛生法に基づき食品営業
施設等の監視指導を実施しま
す。 

食品安全課 平成２１年度千葉市食品衛生監視
指導計画に基づき、食品の流通拠
点となる食品製造施設、大規模食
品取扱施設、給食施設等に対し、
重点的に監視指導を実施する。 

・重点的に実施する施設を定め監
視指導した。 

  監視件数：1,352 件 
・大規模イベント時においては、市
内外から多数の者が訪れることか
ら、食品の取り扱い等について、
強化して実施した。  

  監視件数：99 件 

 b 

食品への農薬等の混入問
題のほか、過去の食中毒
発生状況や健康被害が起
こったときの影響の大きさ
などを考慮し、重点的に監
視指導する施設を的確に定
めて実施する必要がある。 

5 食品衛生法に基づく食品検査を
実施します。 

医科学課 

生活科学課 

平成２１年度千葉市食品衛生監視
指導計画に基づき食品の試験検査
を実施する。 

平成２１年度監視指導計画に基づ
き食品等・給食食材の微生物学検
査を 544 検体、2,660 項目実施し
た。 
他に食中毒・食品苦情の微生物検
査を 79件、671検体、6,182 項目実
施した。 
理化学検査総数は618検体22,413
項目であった。（内食中毒苦情検査
は 74 検体 3,576 項目） 

b 

食中毒・苦情の原因究明の
ためには、遺伝子レベルで
の疫学解析が不可欠となっ
ている。そのための検査体
制の整備を順次に行うこと
が必要である。 

試験検査は食中毒苦情を

含め実施されるため、今後

これらを含めた監視計画が

必要と考えられる。 

6 中央卸売市場における食品営
業施設等の監視指導を実施しま
す。 

食品安全課 平成２１年度千葉市食品衛生監視
指導計画に基づき、食品の流通拠
点として、重点的に監視指導を実
施する。 

重点的に実施する施設として監視
指導した。 
 監視件数：16,697 件 
 検査依頼検体数等：254 検体 
              6,109 項目 

b 

中央卸売市場業務課と連
携強化を図り、効率的な監
視指導を推進する。 

7 食鳥検査、食鳥処理場の監視
指導を実施します。 

食品安全課 平成２１年度千葉市食品衛生監視
指導計画に基づき、一羽ごとに食
鳥検査を行うとともに、食品の流通
拠点として重点的に監視指導を実
施する。 

重点的に実施する施設として監視
指導した。 
 検査羽数：5,635,680 羽 
 監視件数：34 件 

b 

引き続き検査、監視を実施
し、異常食鳥の発見、排除
を図る。 
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8 生産地の見学会、自ら収穫した
農産物を活用した料理教室など
を開催します。 

消費生活

センター 

営農指導課 

消費者モニターを対象に生産地の
見学会を実施する。 

・消費者モニター施設見学会・懇談
会を実施した。 

  実施日：10 月 14 日 
  場所：千葉市農政センター、富

田都市農業交流センター 
  参加者：40 人 
 

a 

生産現場をより身近に感じ

てもらえるよう、内容の充実

を図る。 

9 講演会、パネル展示、農産物の
紹介や即売会などを通して地産
地消を推進します。 

営農指導課 千葉市産農産物生産者認証制度
の周知と認証を受けた生産者の農
産物のＰＲのためのキャンペーンを
実施する。 

・地産地消推進キャンペーンとして
以下の事業に参加し、千葉市農
業のＰＲや市内産農産物の展示
即売などを実施した。 
① 「食育のつどい」 

     実施日：6 月 17 日 
② 千葉ロッテマリーンズ市民応

援「千葉市スペシャルデー」 
     実施日：8 月 18 日 
③ 「地元野菜の体験収穫祭」 

    ＪＡ千葉みらい幕張支店 
     実施日：11 月 7 日 
④ 「千葉市地域婦人団体連絡

協議会文化祭」 
     実施日：11 月 10 日 
⑤ 第36回千葉市民産業まつり 

     実施日：11 月 22,23 日 
⑥ ＪＡ千葉みらい農産物直売

所「しょいか～ご」4周年記念
感謝祭 

     実施日：12 月 6 日 

 a 

左記以外のイベント等にも
参加し、啓発普及を実施す
る。 

10 食に関する知識と食を選択する
力を習得し、健全な食生活を実
践できる人間を育てる食育を推
進します。 

健康企画課 千葉市食育推進計画により、食育
を市民運動として展開する。 

千葉市食育推進計画を策定し、公
表するとともに、「食育のつどい」を
開催する等、食育の推進に努め
た。 
参加者数：395 人 

 b 

千葉市食育推進計画によ
り、食育を市民運動として
展開していく必要性があ
る。 

11 食中毒及びその疑いによる健
康危機が生じた際は、食品衛生

消費生活

センター 

消費生活相談の中で健康被害に
関する相談を受けた際は迅速に食

健康被害に関する相談について庁
内関係部局に対し、迅速に情報提

 
a 

引き続き迅速に情報を提供
し被害の早期発見・拡大防
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所管課等と迅速に連携を取り、
情報提供や健康被害の拡大防
止等の対策を実施します。 

品衛生所管課へ連絡し、情報の共
有と被害の早期発見・拡大防止に
努める。 

供を行った。 
 
件数 53 件（保健所） 
 

止を図る必要がある。 

生活衛生課 ・保健所からの食中毒（疑）発生情
報を受理し、関係自治体への調
査依頼、情報提供、国への報告、
記者発表等を行う。 
・他県等からの食中毒（疑）情報を
受け、保健所に調査依頼等を行
う。 

・保健所から食中毒（疑）や健康危
機情報を受理後、速やかに関係自
治体への調査依頼、情報提供、国
への報告等を行った。 
・他県等から食中毒（疑）情報の受
理後、速やかに保健所に調査依頼
等を行った。 
・被害拡大防止等のため告示、ホ
ームページでの公表や必要に応じ
て記者発表を行った。 

 b 

保健所、関係自治体との連
携を速やかに行い、健康被
害拡大防止のため、ホーム
ページ等での情報提供や
記者発表により一層の啓発
を行う。 

食品安全課 市民等からの届出に基づき迅速か
つ的確に原因究明調査を実施し、
必要な措置を講ずるとともに、関係
機関へ情報を提供する。 

原因施設等に対し、営業停止、施
設等の改善指導、及び衛生教育
等、再発防止に必要な措置を実施
した。 
食中毒発生件数：13 件 

b 

引き続き監視指導、衛生講
習会等を実施し、食中毒の
発生を未然に防止する。 

 

 

 ②住まいの安全性の確保（保健福祉局・都市局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 住宅の確認申請において、建築
基準法等に基づく厳格な審査を
行うとともに、中間検査及び完
了検査での検査率の向上を目
指し、法の的確な運用を図りま
す。 

建築審査課 ・ホームページや市政だよりにおい
て中間検査や完了検査の受検の
呼びかけを行う。 
・建築主に返却する確認申請書の
副本に「完了検査受検」のお願い
文書を添付する。 
・中間検査や完了検査の時期を予
測し、はがきで「中間検査、完了
検査のお知らせ」を通知する。 

・市政だよりに「中間・完了検査」受
検に関する情報を 2 回掲載した。 
・ホームページに受検に関する情
報を掲載した。 
・確認済証交付時に「完了検査受
検のお願い」文書を添付した。 
・予測された検査予定時期前に、
ハガキで受検のお知らせをした。 
完了検査率：86.4％（H21 年度） 

（検査率：当該年度の検査済証交

b 

引き続き啓発活動を行い、
検査率の向上を図る。 

B 
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付件数/確認済証交付件数） 

2 木造住宅及びマンションの耐震
診断に要する費用の一部を助
成します。 

住宅政策課 昭和56年 5月 31日以前の旧耐震
基準により建設された、戸建の木
造住宅及び分譲マンションを対象
に、耐震診断を行う者に対し、耐震
診断助成を実施する。 

旧耐震基準により建設された木造
住宅 40 戸に対して 1,574 千円、マ
ンション１棟に対して 834 千円の耐
震診断助成を実施した。 

b 

引き続き耐震診断助成事
業の周知を図る。 

3 木造住宅の耐震改修に要する
費用の一部を助成します。 

住宅政策課 耐震診断の結果、耐震性能が劣っ
ている（構造評点1.0未満）と診断さ
れた木造住宅について、耐震改修
を行う者に対し、耐震改修助成を
実施する。 

耐震性能が劣っていると診断され
た木造住宅 24 戸に対して 11,218
千円の耐震改修助成を実施した。 b 

引き続き耐震改修助成事
業の周知を図る。 

4 すまいアップコーナー（千葉市
住宅関連情報提供コーナー）に
おいて、住まいに関する情報提
供などの相談業務を行います。 

住宅政策課 ・すまいアップコーナーにおいて、
住まいに関する情報提供を月曜
日から金曜日及び第１・第３日曜
日の１０時から１５時まで行う。 
・市民の住生活の向上に資する内
容の展示を行う。 

・住まいに関する情報提供を実施し
た。  相談件数：668 件 
・市民の住生活の向上に資する内
容の展示を行った。 
<内容及び期間> 

・高効率ｴﾈﾙｷﾞｰｼｽﾃﾑ(1月25日～
2 月 25 日) 
・住宅ｴｺﾎﾟｲﾝﾄ制度(2 月 26 日～3
月 25 日) 

b 

市民の様々な相談に対し、
可能な限りワンストップで対
応できるような相談体制の
構築が課題である。 

5 シックハウス症、衛生害虫など
の住居衛生に関する相談業務
を行います。 

環境衛生課 住居衛生相談窓口で相談を受け付
けるとともに、希望者に対して住居
環境調査を行う。 

住居衛生相談を実施し、希望者に
は住居環境調査を行った。 
相談件数：24 件 
住居環境調査件数：4 件 

b 

引き続き最新の情報の収
集に努めていく必要があ
る。 
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 ③生活用品の安全性の確保（市民局・保健福祉局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 製造物責任制度の普及啓発を
推進するとともに、商品等に関
する欠陥や危害・危険情報をホ
ームページなどにより迅速かつ
わかりやすく提供します。 

消費生活

センター 

・製造物責任制度に関する講座を
暮らしのプラザにおいて実施す
る。 
・商品等に関する欠陥や危害・危険
に関する情報をホームページによ
り提供する。 

・「危害・危険に関する情報」にリコ
ール情報等を掲載した。 
新規掲載件数：１１件 b 

引き続き情報の収集に努
め、最新の情報を適宜提供
する必要がある。 

Ｂ 

2 家庭用品について、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関
する法律に基づく監視指導を実
施します。 

環境衛生課 家庭用品の基準適合検査のため、
市内に流通するおむつ、肌着、下
着、寝具等の繊維製品及びスプレ
ー、洗剤等の化学製品の試買を行
い、生活科学課に検査を依頼す
る。 

家庭用品の基準適合検査のため、
113 検体、324 項目について検査を
依頼した。（違反製品なし） b 

全国的に乳幼児衣料用繊
維製品の違反事例が多い
ことから、一層の監視体制
の強化が必要である。 

3 家庭用品について、有害物質を
含有する家庭用品の規制に関
する法律に定める規格基準に
適合しているか検査を実施しま
す。 

生活科学課 環境衛生課からの行政依頼に基づ
いて試験検査を実施する。 

ホルムアルデヒド等 114 検体を受
け試験検査 335 項目を実施。 

b 

有害物質の使用実態に基
づき、環境衛生課と検査項
目等の精査、調整を図る。 

4 消費生活用製品安全法及び電
気用品安全法に基づく立入検
査の実施により、商品等の安全
性に係る表示の確保を図りま
す。 

【充実】 
 

消費生活

センター 

 

 

 

・消費生活用製品安全法に基づく
立入検査を実施する。 
・電気用品安全法に基づく立入検
査を実施する。 

・消費生活用製品安全法に基づく
立ち入り検査：53 件実施した。 

・電気用品安全法に基づく立ち入り
検査：19 件実施した。 

 
a 

引き続き法令遵守の視点に
立って、商品等の安全性に
係る表示の確保を図る必要
がある。 
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 ④関係機関等との連携（市民局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 内閣府、経済産業省、農林水産
省、厚生労働省等の国の省庁、
国民生活センター、千葉県ほか
近隣都県市等との間で消費生
活の安全・安心の確保に関する
情報交換を行います。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

国、近隣都県市等で構成する各種
会議へ出席するとともに、必要に応
じ情報交換を行う。 
 
 
 

国、県等との連絡会議において、
当センターの相談事例等を報告す
るとともに、他都市の取組み等に関
する情報交換を行った。相談処理
の向上に努めた。 
 

a 

引き続き積極的な情報交換
を通じ、消費生活の安全・
安心確保に向けた取組み
を推進する必要がある。 

Ａ 

2 商品、サービスの安全・安心確
保のため、関係機関等に対し必
要な措置を講ずるよう要請しま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費生活相談の状況を考慮し、必
要に応じ情報の提供、調査の実施
その他の協力を求め、又は必要な
措置を講ずるよう要請する。 
 
 

国、事業者団体等との連絡会議に
おいて、当センターの相談事例等
を報告し、消費生活の安全・安心
確保に向けた取り組みを要請。 
参加会議  
関東電気通信消費者連絡会１０ 
月７日 
日本広告審査機構（JARO）との懇
談会１１月１８日 
生命保険協会 

a 

関係機関等に対し引き続き
要請していく必要がある。 
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-3 
食の安全性に関する講演会や意見交換会
などを開催 

回 2 回 4 回 
（3 回） 
3 回 

（4 回） 
4 回 

（4 回） 
回 

③-4 
消費生活用製品安全法に基づく立入検査件
数 

件 48 件 56 件 
（50 件） 
50 件 

（53 件） 
53 件 

（56 件） 
件 

③-4 電気用品安全法に基づく立入検査件数 件 8 件 11 件 
（9 件） 
9 件 

（10 件） 
19 件 

（11 件） 
件 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-4 食品営業施設等の監視件数 件 27,950 件 25,087 件 23,976 件 件 

数値目標 

指 標 



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題２ 適正な取引環境の確保       

 
10 

課題２ 適正な取引環境の確保 

 ①適正な表示の推進（市民局・保健福祉局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 家庭用品品質表示法に基づく立
ち入り検査の実施により、適正
な品質表示の確保を図ります。 

【充実】 
 

消費生活

センター 

家庭用品品質表示法に基づく立入
検査を実施する。 

・家庭用品品質表示法に基づく立
入検査：25 件実施した。 
 a 

引き続き法令遵守の視点
に立って、適正な品質表示
の確保を図る必要がある。 

Ａ 

2 食品衛生法に基づき、食品の名
称、製造所所在地、製造者氏
名、消費又は賞味期限、添加物
等の表示の監視・指導を実施し
ます。 

食品安全課 平成２１年度千葉市食品衛生監視
指導計画に基づき、重点的に監視
指導する項目として実施する。 

立入検査時及び収去検体について
は重点的に監視し、不適切な表示
等については改善等の指導、必要
な措置を講じた。 
適正改善指導：138 件 
廃棄指導：0 件  

b 

食品衛生法以外の法律
（JAS法等）を所管する機関
との連携を強化し、引き続
き不適切な表示等の排除
に努める。 

3 条例に定める表示に関する基
準の遵守状況に関する調査を
行い、その結果を情報提供しま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費生活モニターが卖位価格表示
基準に関する調査を実施する。 

・消費生活モニターが卖位価格表
示基準に関する調査を実施し、
結果をホームページに掲載し
た。 

  実施月：11 月 
  対象店舗：市内 17 店舗 
 

a 

実施率の向上を図るため、
引き続き基準の周知を行う
必要がある。 
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 ②適正な計量の推進（市民局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 事業所で使用するはかりの定期
検査を行います。 

計量検査所 

 

 

 

 

 

計量法に基づき、花見川区、稲毛
区、美浜区の事業所の特定計量器
の定期検査を実施する。 

・花見川区、稲毛区、美浜区の事
業所の特定計量器の定期検査を
実施した。 
   検査戸数：930 戸  
   検査個数：2,707 個 
   不合格個数：37 個 
 

a 

事前調査の精度を強化し、
未受験者を減らす。 

Ａ 

2 計量販売している商店・スーパ
ー等へ立ち入り、商品の量目に
ついて検査を行います。 
 
 

計量検査所 

 

 

 

 

 

 

年末年始時期等に市内スーパー
等に立ち入り、商品の内容量が適
正に計量されているかを検査する。 

・年末年始時期等に市内スーパー
等に立入検査を実施した。 
   検査戸数：55 戸  
   検査個数：2,979 個 
   量目不足個数：63 個 
   量目不足個数率：2.1% 
 

a 

引き続き中元期と年末年始
期に立入検査を実施し、商
品の内容量を検査する。 

3 事業所に立ち入り、メーター管
理台帳の整備状況や検定有効
期間切れメーターの有無などに
関する検査を実施します。 

計量検査所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定計量器を使用する事業所へ立
ち入り、メーターの管理方法や有効
期間の検査を実施する。 

・特定計量器を使用する事業所へ
立入検査を実施した。 
 燃料油メーター 
   検査戸数：29 戸  
   検査個数：539 個 
   不適正個数：3 個 
 タクシーメーター 
   検査戸数：５戸  
   台帳検査個数：284 個 
   台帳内検満個数：0 個 
 ＬＰガスメーター 
   検査戸数：6 戸  
   台帳検査個数：15,264 個 
   台帳内検満個数：1 個 
 水道メーター 
   検査戸数：2 戸  
   台帳検査個数：360,172 個 

a 

引き続き立入検査を実施
し、メーターの管理台帳の
未整備や検定有効期限切
れを防止する。 
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    台帳内検満個数：0 個 
 

4 事業者の自主的な計量管理や
計量制度の普及・啓発を推進し
ます。 

計量検査所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計量意識普及を目的として、計量
普及標語の募集、計量講演会、子
供計量教室、計量展を実施する。 

・計量意識普及を目的とした計量
普及標語の募集、計量講演会、子
供計量教室、計量展を実施した。 
 計量普及標語 
   応募数：57 人 225 題 
 計量講演会 
   参加者数：41 人 
 こども・はかりおもしろ勉強室 
   参加者数：66 人 
 計量展 
   来場者数：1,013 人 
 

a 

限られた経費の中で、より
効果的な事業を実施する。 

 

 

 ③生活関連商品の調査、安定供給（市民局・経済農政局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 生活関連商品についての価格
等の調査を行い、その結果を情
報提供します。 

消費生活

センター 

物価モニターが生活関連商品２５
品目について小売価格調査を実施
する。 

・物価モニターが小売価格調査を
実施し、結果をホームページに掲
載した。また、暮らしの情報いず
みでも掲載した。 

   実施日：5 月、7 月、9 月 
11 月、1 月、3 月 

   品目数：25 品目 
 

a 

生活関連商品の価格動向
を監視するため、引き続き
調査していく必要がある。 

Ｂ 

2 市民が身近に利用できるように
商店街等活性化事業に対する
支援を行い、地域商業の振興を
図ります。 

経済振興課 ・商店街活性化対策事業として、商
業団体等が実施する地域経済の
振興・育成を目的とした以下の事
業に対し、支援を行う。 
商人にぎわい塾 
商店街プラン作成 

・商店街からの申し出に基づき、以
下の事業に対し、支援を行った。 
商人にぎわい塾 
地域連携活動 
空き店舗対策 
商店街チャレンジ活動 

b 

商店街を地域コミュニティ醸
成の場として確立させるた
め、魅力ある商店街づくり
に向けた取組みを引き続き
推進する必要がある。 
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地域連携活動 
空き店舗対策 
商店街チャレンジ 
一店逸品創出 
商店街再生 
商店街共同施設整備 

一店逸品創出 
商店街再生 
商店街共同施設整備 
商店街共同施設整備電灯料 
商店街街路灯エコ型電球導入 

・定額給付金の給付に伴い、「商店
街イベント・セール特集号」を発行
した。 
・産業振興財団のマネージャーとと
もに、商店街を訪問するなどして、
活性化策の実施に向けた助言等
を行った。 

3 中央卸売市場の適正な運営に
より、生活関連商品の安定的な
供給の確保を図ります。 

中央卸売市

場業務課 

市場内の公正な取引を維持しなが
ら、卸売・仲卸業者の開設者検査、
出荷者への要請、朝揚げ水産物推
進事業等を行い、生鮮食料品の安
定的な供給の確保に努める。 

・卸売業者1社、仲卸業者5社に対
して、開設者検査を行った。 
・県内及び県外の 12 業者に対し、
継続的な出荷要請をした。 
・朝揚げ水産物推進事業を小売店
延べ 697 店舗で実施し、魚消費の
拡大と市場ＰＲを行った。 

b 

流通形態の多様化により出
荷者から直接大型店へ直
送する市場外流通が増大
し、市場取扱量の減尐傾向
が続いているため、消費者
に、市場を流通する商品の
「安全・安心」をＰＲし、購買
意欲を高める。 

4 災害時において生活関連商品
の円滑な流通を図るため必要
があると判断したときは、事業
者に対し円滑な供給その他必
要な措置を講ずるよう要請しま
す。 

総合防災課 主に避難生活における生活物資の
供給を確保するため、必要に応じ、
各種事業者と物資供給協定を締結
します。 

新規の物資供給協定の締結はな
かった。 
（災害時の応援協定を124事業者・
団体と結んでおり、うち 15 事業者
等と主に物資供給に関する協定を
締結している。） 

― 

今後も必要に応じ、各種事
業者と物資供給協定の締
結を進めます。また、既締
結業者との関係強化を図り
ます。 

消費生活

センター 

 

 

生活関連商品の円滑な流通を不当
に妨げ、又は著しく不適正な価格で
供給する事業者に対し、指導を行
う。 

・該当する案件はなかった。 

― 

迅速に措置を要請すること
ができるよう、生活関連商
品の価格動向等を引き続き
監視していく必要がある。 

 

 

 

 



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題２ 適正な取引環境の確保       

 
14 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1 家庭用品品質表示法に基づく立入検査件数 件 18 件 21 件 
（19 件） 
20 件 

（20 件） 
25 件 

（21 件） 
件 

②-2 
商品量目立入検査における量目不足個数

率 
％ 3.2％ 2.9％ 

（3.1％） 
3.1％ 

（3.0％） 
2.1％ 

（2.9％） 

％ 

 

 

数値目標 



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題３ 事業者に対する指導        
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課題３ 事業者に対する指導 

 ①法令遵守のための啓発、指導（市民局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 事業者に対し条例に規定する不
適正な取引行為を行わないよう
指導の強化を図ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

消費生活相談の状況を考慮し、個
別の事業者に対し条例の趣旨・規
定を説明し、不適正な取引行為を
行わないよう指導する。 
 

・相談が寄せられた事業者に対し
必要に応じて適切な指導を行った。 
 
指導件数 ３５件 
 

a 

引き続き法令遵守の視点
に立って、適正な取引行為
が行われるよう指導してゆ
く必要がある。 

A 

2 特定商取引法、消費者契約法
など消費生活に関連のある法
令や条例の周知、啓発を図りま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

・消費生活相談の状況を考慮し、
個別の事業者に対し特定商取引
法などの趣旨・規定を説明し、周
知、啓発を行う。 
・ホームページに法令・条例に関す
る情報を掲載する。 

・相談が寄せられた事業者に対し
必要に応じて適切な指導を行った。 
 
指導件数 ３５件 
 

a 

引き続き法令遵守の視点
に立って、適正な取引行為
が行われるよう指導してゆ
く必要がある。 

3 事業者団体との連携により、適
正な事業活動の推進を要請しま
す。 

（再掲：2-課題 3-③-5） 

消費生活

センター 

 

 

 

事業者団体との会議において、適
正な事業活動の推進を要請する。 

・国、事業者団体等との連絡会議
において、当センターの相談事例
等を報告し、消費生活の安全・安
心確保に向けた取り組みを要請。 
参加会議  
関東電気通信消費者連絡会１０ 
月７日 
日本広告審査機構（JARO）との懇
談会１１月１８日 
生命保険協会 

a 

さまざまな団体を通じて引
き続き適正な事業活動の推
進を要請してゆく必要があ
る。 

 

 

 

 

 

 

 



基本的方向１ 消費生活の安全・安心の確保 

課題３ 事業者に対する指導        
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 ②消費者志向経営の推進（市民局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 自主行動基準の策定や消費者
に対する適切な情報提供など必
要な措置を講ずるよう要請しま
す。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

事業者を対象に消費者志向経営に
関する啓発を行う。 

・消費者志向経営セミナーを開催し
た。 

  実施日：3 月 9 日 
  テーマ：「消費者との架け橋を築

くために」 
  参加者：21 人 
 

b 

引き続き他都市の取組みを
参考に消費者志向経営に
関する啓発事業を実施して
いく必要がある。 Ｂ 

 

 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-1 
条例に基づく不適正な取引行為に係る啓
発、指導件数 

件 118 件 92 件 35 件 件 

 

 

指 標 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題１ 消費者被害の未然防止・拡大防止     
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基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題１ 消費者被害の未然防止・拡大防止 

 ①情報提供の推進（市民局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 ホームページ、市政だより、啓発
冊子など様々な媒体を活用し
て、各年代層に応じた効果的な
情報提供を推進します。 

【充実】 
（再掲：3-課題 1-①-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消費者被害防止に関する情報を
市政だよりやホームページにより
適宜提供する。 
・各年代層に応じた啓発冊子等をく
らしの巡回講座で活用するほか、
公的施設で配布する。 

・市政だよりに消費者被害防止に
関する情報を掲載した。 

  １面記事 1 回 
・敬老会で悪質商法追放シールを、 
６区の区民まつりで高齢者向け啓 
発冊子等を配布した。 
・くらしの巡回講座、消費生活講座
において啓発冊子等を配布した。 
・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で消費者被害注意報
（高齢者被害）を発行し、ホームペ
ージへ掲載するとともに関係機関
へ配布した。発行回数：15 回 

 

a 

各年代層に必要な情報が
行き届くために、啓発冊子、
ホームページの内容の更な
る充実を図るとともに、各年
代向けの消費者被害注意
報の発信を検討するなど、
効果的な情報提供を図る必
要がある。 

Ａ 
2 「暮らしの情報いずみ」を効果的

に配布することにより、情報提
供を推進します。 

（再掲：3-課題 1-①-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

暮らしの情報いずみの配置場所の
見直しを行うなど効果的に配布す
ることにより、情報提供を推進す
る。 

・暮らしの情報いずみの配置場所、
部数の見直しを行いながら、年 6
回発行し、市内公共施設、店舗等
に配置するとともに、ホームペー
ジに掲載した。 

  発行部数：11,000 部(１回) 
  配置場所：93 箇所 
 

a 

配置場所の見直しを引き続
き行い、より効果的な配布
に努める必要がある。 

3 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより関係機関
等へ配信します。 

【新規】 
（再掲：4-課題 1-③-4） 
（再掲：5-課題 1-①-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

悪質商法被害防止に関する情報を
千葉市行政情報ネットワークシステ
ムを通して庁内関係機関へ配信す
るとともに、外部関係機関への配
信を検討する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で発行の消費者被害
注意報（高齢者被害）を、電子メー
ルで庁内及び外部の関係機関へ
配信。回数：15 回 

 

a 

引き続き最新の情報に関す
る収集に努め、速やかに提
供していくとともに、外部関
係機関への配信を増やして
いく必要がある。 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題１ 消費者被害の未然防止・拡大防止     
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4 ちばし安全・安心メールを利用
し、悪質商法被害防止に関する
情報を配信します。 

【充実】 
（再掲：5-課題 1-①-2） 

地域安全課 

消 費生活

センター 

悪質商法被害防止に関する情報を
ワンポイント防犯情報として登録者
に対し随時配信する。 

・消費者被害に関する情報を、ワン
ポイント防犯情報として登録者に
配信し、注意喚起を図った。 
配信回数６回（地域安全課） 
      ７回（消費生活センター）  
 

a 

引き続き最新の情報に関す
る収集に努め、速やかに提
供していく必要がある。 

 

5 クーリング・オフや消費者契約
法の周知など普及啓発を推進し
ます。 

消費生活

センター 

クーリング・オフや消費者契約法に
関する情報をホームページに掲載
するとともに、啓発冊子等を作成
し、くらしの巡回講座で活用するほ
か、公的施設で配布する。 

・クーリング･オフに関する情報、消
費生活関係法令のページをホー
ムページへの掲載やくらしの巡回
講座の講義により啓発した。 
・公共施設での配布のみ未実施。 
 

b 

引き続き様々な機会を利用
して、制度や法律の普及啓
発を図る必要がある。 

6 身に覚えのない請求を突然受け
る架空請求はがき等の発信元
に関する情報をホームページに
より迅速に提供します。 

（再掲：5-課題 1-③-1） 

消費生活

センター 

消費生活相談の状況を考慮し、発
信元に関する情報を随時ホームペ
ージに掲載する。 

・ホームページに架空請求はがき
の発信元に関する情報を掲載し
た。 

  掲載件数：4 件 
 

a 

引き続き最新の情報に関す
る収集に努め、速やかに提
供していくとともに、外部関
係機関への配信を増やして
いく必要がある。 

 

 

 ②くらしの巡回講座の推進（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 市民の幅広いニーズに対応す
るため、くらしの巡回講座の内
容を充実し、利用促進を図りま
す。 

【充実】 
（再掲：3-課題 1-②-2） 
 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

くらしの巡回講座の充実を図りなが
ら、市政だより、ホームページ、暮
らしの情報いずみ等により周知を
行う。 

・くらしの巡回講座の利用案内を暮
らしのいずみ、ホームページ等に
掲載し、周知した。 
（講座実績） 

  実施回数：44 回 
  参加人数：延べ 1,606 人 
 

a 

引き続き利用者のニーズの
把握に努め、利用促進を図
る必要がある。 

Ａ 

 

 

 

 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題１ 消費者被害の未然防止・拡大防止     
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 ③地域、関係団体等との連携（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 既存のネットワークとの連携を
図りながら、行政・関係団体・地
域団体などが一体となって消費
者被害の防止を図ります。 

【新規】 

消費生活

センター 

高齢者や障害者支援における既存
のネットワークを活用しながら、地
域における消費者被害の防止方法
について検討する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議において、消費者被害
防止のための各種事業について、
検討し、実施した。 
  ネットワーク会議：1 回開催 
     同 幹事会：1 回開催 
 

a 

ネットワーク会議事業の更
なる充実と相互の連携につ
いて、引き続き検討、実施し
ていく。 Ａ 

 

 

 ④不適正な事業行為に対する調査、指導、勧告、公表（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 適正な取引環境を確保するため
に、悪質な事業者に対し条例に
基づく調査、指導等の強化を図
ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

消費生活相談の状況を考慮し、個
別の事業者に対し条例に基づく調
査、指導を行う。 

・相談が寄せられた事業者に対し
必要に応じて適切な指導を行った。 
 
指導件数 ３５件 
 

a 

引き続き法令遵守の視点に
立って、適正な取引行為が
行われるよう指導してゆく
必要がある。 

A 
2 指導に従わない事業者に対して

は是正勧告を行い、事業者名等
を公表します。 

消費生活

センター 

指導に従わない悪質な事業者に対
して、条例に基づき是正勧告、事業
者名等を公表する。 

勧告及び事業者名等の公表に該
当する案件はなかった。 － 

勧告及び事業者名等の公
表にあたっては、関係法
令、条例等に基づき適切に
実施する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題１ 消費者被害の未然防止・拡大防止     
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

②-1 くらしの巡回講座の実施回数 回 29 回 62 回 
（56 回） 
64 回 

（58 回） 
44 回 

（62 回） 
回 

 

数値目標 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題２ 消費者被害の救済            
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課題２ 消費者被害の救済 

 ①消費生活相談員による助言・あっせん（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活相談員による適切な
相談対応を行い、消費者被害の
拡大防止・早期救済を図りま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

消費生活相談において、相談員に
よるあっせん等適切な相談を行
い、消費者被害の拡大防止・早期
救済を図る。 
 

・消費生活相談を実施し、被害の
早期解決を図った。 
  相談件数：6,454 件 
 

b 

引き続き相談窓口の周知を
図る必要がある。 

Ｂ 

 

 

 ②消費生活審議会のあっせん又は調停制度の活用（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活相談の中で解決に至
らなかったトラブルのうち一定の
要件を満たすものについて、消
費生活審議会に設置された苦
情処理部会におけるあっせん又
は調停制度を活用し、被害の解
決を図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費生活審議会の中に苦情処理
部会を設け、要件を満たす案件が
発生した場合は、あっせん又は調
停を実施し、被害の解決を図る。 

・苦情処理部会を開催する案件が
なかった。 

― 

引き続き相談者に対する制
度の周知を図る。 

－ 

 

 

 ③消費者訴訟の援助（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 苦情処理部会による調停が不
調に終わった案件のうち一定の
要件を満たすものについて、必
要に応じて訴訟に係る費用の貸
付けを行います。 

消費生活

センター 

 

 

 

要件を満たす案件が発生した場合
は、一件につき、５０万円を上限と
して、訴訟に係る費用の貸付けを
実施する。 

・貸付けを実施する案件がなかっ
た。 

― 

引き続き相談者に対する制
度の周知を図る。 

― 

 



基本的方向２ 消費者被害の未然防止・被害の救済 

課題２ 消費者被害の救済            
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 ④消費者団体訴訟制度への対応（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費者団体訴訟制度の周知を
図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

消費者団体訴訟制度に関するポス
ター及びリーフレットを暮らしのプラ
ザ内に配置する。 

・消費者団体訴訟制度に関するポ
スター及びリーフレットを暮らしの
プラザ内に配置し周知を図った。 

 
b 

引き続き制度の周知を図る
必要がある。 

Ｂ 
2 内閣府が認定した適格消費者

団体に対し、情報提供等の支援
を行います。 

消費生活

センター 

 

 

 

適格消費者団体からの依頼に基づ
き情報提供を行う。 

・適格消費者団体からの情報提供
の依頼はなかった。 

― 

引き続き適格消費者団体
の把握に努めるとともに、
依頼に対しては迅速に対応
する。 

 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-1 消費生活相談受付件数 件 6,723 件 6,591 件 6,454 件 件 

②-1 
苦情処理部会におけるあっせん又は調停件
数 

件 0 件 0 件 0 件 件 

指 標 
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課題３ 消費生活相談体制の充実 

 ①相談処理体制の強化（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 弁護士会等との連携による悪質
商法、多重債務問題等に関する
特別相談を実施します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

千葉県弁護士会と連携し、弁護士
による多重債務特別相談を実施す
る。 

・多重債務に関する相談について、
必要に応じ千葉県弁護士会へ相談
に関する情報を引き継いだ。 
  多重債務相談件数：１３０件 
弁護士会引継ぎ件数：９８件 
多重債務者特別相談：２４回実

施（月２回）。 
市ＨＰ、市政だよりに掲載 
 

a 

今後も弁護士会へ適切に
情報を引継ぐなど連携を図
っていく必要がある。 

A 

2 緊急時における臨時相談を実
施します。 

消費生活

センター 

 

緊急時に臨時相談を実施する。 ・臨時相談を実施するような緊急の
案件はなかった。 － 

迅速に対応することができ
るよう、日々の相談情報の
把握に努める必要がある。 

3 高齢者や障害者を対象とした特
別相談を実施します。 

（再掲：4-課題 1-②-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

・高齢者を対象とした特別相談を実
施する。 
・障害者を対象とした特別相談の
実施を検討する。 

・８都県市、３消費者団体、国民生
活センターによる高齢者被害特別
相談を同時期に実施した。 
 実施日：9 月 17 日、18 日 
 相談件数：計 18 件 
 

a 

引き続き利用者に対する周
知を図るとともに、障害者を
対象とした特別相談の実施
について関係部局等と更な
る検討の必要がある。 

4 若者を対象とした特別相談を実
施します。 

（再掲：4-課題 2-②-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

若者の悪質商法被害防止のため
の関東甲信越ブロック共同キャン
ペーンの一環として、若者を対象と
した特別相談を実施する。 

・関東甲信越ブロックの都県政令
指定都市の消費生活センターによ
る特別相談「若者のトラブル 110
番」を同時期に実施した。 
  実施日：1 月 28 日、29 日 
  相談件数：計 3 件 
 

a 

若者に対し相談窓口及び
特別相談実施の周知を強
化する必要がある。 

5 相談窓口の開設時間について
検討します。 

消費生活

センター 

平成 21 年度より開設した毎月第
2，4 土曜日の相談窓口時間の周
知を図るとともに、主要都市等の窓
口開設時間、利用状況等の調査を
実施する。 

・平成２１年度より、平日に加え、第
２・４土曜日に電話相談を開始 
市政だより４／１、６／１５、１／１５
号に掲載、いずみ、HP等で周知。 
※主要都市等への調査はなし。 

b 

相談窓口開設時間の拡充
についての周知を図る必要
がある。 
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6 電子メールによる消費生活相談
の受付について検討します。 

（再掲：4-課題 2-②-3） 
（再掲：5-課題 1-②-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

先進都市の電子メールによる消費
生活相談の実施状況の調査を行
いながら検討する。 

・政令都市の実態について調査し、
実施に向け関係機関との調整を含
め検討した。 
・実施状況の調査は平成２０年度
に実施。その後検討したが、実施
については見送り。 
 

b 

引き続き課題や問題点につ
いて検討する。 

 

 

 ②相談員の専門的知識の向上（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 相談処理の向上に関する研修
への計画的な参加や所内研修
の充実を図ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

国民生活センター等が実施する研
修への参加や、所内研修として専
門家を招いた消費生活相談員研究
会を実施する。 

・国民生活センター等が実施する
研修に対し相談員が計画的に参加
し、相談処理の向上に努めた。 
参加回数：４回、参加人数：延べ７
人 
その他の研修 １５回計２８人参加  
 

b 

引き続き相談員の専門知
識向上のために研修参加
を支援する必要がある。 

Ｂ 

2 消費生活苦情相談アドバイザー
の活用により、相談解決のため
の知識の向上を図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費生活苦情相談アドバイザーと
して弁護士を招き、相談解決のた
めの事例検討会を開催し、知識の
向上を図る。 

・千葉県弁護士会より消費生活苦
情相談アドバイザーとして弁護士を
招き、相談事例検討会を毎月１回
実施した。 
実施回数：１２回  
実施日：４月２０日、５月２６日、６月
２４日、７月２１日、８月２４日、９月
３０日、１０月１９日、１１月２４日、１
２月１６日、１月２５日、２月２３日、
３月２４日 
利用件数：２３件 

b 

高度な専門知識を迅速に
相談解決に活用していく必
要がある。 
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 ③関係機関等との連携（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 弁護士会等と連携を図り、適切
な相談の引継ぎを行います。 

【充実】 
（再掲：4-課題 3-①-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費生活センターにおける多重債
務者相談において、丁寧な聴取り
を実施したあと、千葉県弁護士会
への引継ぎを行う。 

・多重債務に関する相談について、
必要に応じ千葉県弁護士会へ相談
に関する情報を引き継いだ。 
多重債務相談件数：１３０件 
弁護士会引継ぎ件数：９８件 
平成２１年度多重債務特別相談：２
４回（月２回）実施。 
市ＨＰ、市政だよりに掲載 
 

a 

今後も弁護士会へ適切に
情報を引継ぐなど連携を図
っていく必要がある。 

Ａ 

2 国民生活センター、全国消費生
活相談員協会、日本消費生活
アドバイザー・コンサルタント協
会等との連携により、相談処理
等に関する情報の共有を図りま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

国民生活センター、全国消費生活
相談員協会、日本消費生活アドバ
イザー・コンサルタント協会等が実
施する会議等に参加し、相談処理
等に関する情報交換等を行う。 

・国民生活センター等が実施する
研修、連絡会議等に対し職員・相
談員が参加し、相談処理等に関す
る情報交換等を行った。 
参加回数:４回 延べ７人 
 
その他研修 １５回計２８人参加 
情報交換を行った。 
 

b 

今後も積極的な情報交換を
通じ、相談処理に活用して
いく必要がある。 

3 広域的な被害が発生している事
案について、近隣都県市が一体
となって相談処理にあたる相談
統一処理への参加・協力を推進
し、被害の早期解決を図りま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

近隣都県市において相談統一処理
が実施される場合は積極的に参
加・協力し、被害の早期解決を図
る。 

・該当する案件がなかった。 

― 

迅速に対応することができ
るよう、日々の相談情報の
把握に努める必要がある。 

4 千葉県消費生活センター連絡協
議会や千葉県消費者被害防止
協議会などを活用し、悪質事業
者や相談処理等に関する情報
を共有しながら広域的な連携を
図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

千葉県消費生活センター連絡協議
会や千葉県消費者被害防止協議
会などが開催する会議及び研修会
等に出席し、情報交換等を行う。 

・千葉県等が実施する研修、連絡
会議等に対し職員・相談員が参加
し、相談処理等に関する情報交換
等を行った。 
参加回数:3 回 延べ３人 
・平成２１年度千葉県消費生活セン
ター連絡協議会が３回開催され、 

b 

今後も積極的な情報交換を
通じ、相談処理に活用して
いく必要がある。 
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所長３回、相談員が２回参加。 

5 事業者団体との連携により、適
正な事業活動の推進を要請しま
す。 

（再掲：1-課題 3-①-3） 

消費生活

センター 

 

 

 

事業者団体との会議において、適
正な事業活動の推進を要請する。 

・国・事業者団体等との連絡会議に
おいて、当センターの相談事例等
を報告し、消費生活の安全・安心
確保に向けた取り組みを要請。 
参加会議 
関東電気通信消費者連絡会１０月
７日 
日本広告審査機構（JARO）との懇
談会１１月１８日 
生命保険協会 

a 

様々な団体を通じて引き続
き適正な事業活動の推進を
要請していく必要がある。 

 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-5 週あたりの消費生活相談の受付時間 時間 30 時間 35 時間 
35 時間（月～金） 
14 時間（第 2・4 
     土曜日） 

時間 

②-2 消費生活苦情相談アドバイザー利用件数 件 32 件 27 件 23 件 件 

指 標 
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基本的方向３ 消費者の自立支援 

課題１ 消費者教育の推進 

 ①情報提供の推進（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 ホームページ、市政だより、啓発
冊子など様々な媒体を活用し
て、各年代層に応じた効果的な
情報提供を推進します。 

【充実】 
（再掲：2-課題 1-①-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・消費者被害防止に関する情報を
市政だよりやホームページにより
適宜提供する。 
・各年代層に応じた啓発冊子等をく
らしの巡回講座で活用するほか、
公的施設で配布する。 

・市政だよりに消費者被害防止に
関する情報を掲載した。 

  １面記事 1 回 
・敬老会で悪質商法追放シールを、
６区の区民まつりで高齢者向け啓
発冊子等を配布した。 
・くらしの巡回講座、消費生活講座
において啓発冊子等を配布した。 
・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で消費者被害注意報
（高齢者被害）を発行し、ホームペ
ージへ掲載するとともに関係機関
へ配布した。発行回数：15 回 
（再掲：２－課題１－①－１） 
 

a 

各年代層に必要な情報が
行き届くために、啓発冊子、
ホームページの内容の更な
る充実を図るとともに、各年
代向けの消費者被害注意
報の発信を検討するなど、
効果的な情報提供を図る必
要がある。 

Ｂ 

2 「暮らしの情報いずみ」を効果的
に配布することにより、情報提
供を推進します。 

（再掲：2-課題 1-①-2） 

消費生活

センター 

暮らしの情報いずみの配置場所の
見直しを行うなど効果的に配布す
ることにより、情報提供を推進す
る。 

・暮らしの情報いずみの配置場所、
部数の見直しを行いながら、年 6
回発行し、市内公共施設、店舗等
に配置するとともに、ホームペー
ジに掲載した。 

  発行部数：11,000 部（1 回） 
  配置場所：93 箇所  
 

a 

配置場所の見直しを引き続
き行い、より効果的な配布
に努める必要がある。 

3 消費生活に関連する講演会、講
座などの開催情報をホームペー
ジなどにより提供します。 

（再掲：5-課題 1-①-3） 

消費生活

センター 

 

 

 

消費生活に関連する講演会、講座
などの開催情報を随時ホームペー
ジにより提供する。 

・消費生活センターが主催する啓
発事業である講座・講演会などの
開催情報や相談事業である多重債
務特別相談の実施案内を随時ホー
ムページに掲載した。 

a 

引き続き開催情報を迅速に
ホームページに掲載すると
ともに、募集案内チラシの
配置場所・部数の見直しを
行い効果的な周知を図る必



基本的方向３ 消費者の自立支援 

課題１ 消費者教育の推進    

 
28 

 

 

・市政だより掲載日にあわせて、HP
へ掲載した。 

要がある。 

4 関係機関、団体との連携により
啓発キャンペーンを実施しま
す。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

多重債務者相談ウィークに合わせ
て、街頭キャンペーンを実施し、啓
発物を配布する。 

・６区の区民まつりで高齢者向け啓
発冊子等を配布した。 
・千葉駅において多重債務に関す
る街頭キャンペーン２回実施し
た。 
街頭キャンペーン；１２月２２日（火）
１７：３０～１８：３０に藤代副市長等  
合計１２９名で実施。 
平成２２年１月２２日（金）も実施。 
 

b 

今後も庁内他部局や関係
機関等が主催する行事の
場を活用するなど啓発キャ
ンペーンの拡充を図る必要
がある。 

5 千葉市政出前講座の実施によ
り消費者行政、条例、計画など
の周知、理解を促進します。 

消費生活

センター 

 

 

講座テーマの見直し、追加を行い、
市民に対する利用促進を図りなが
ら市政出前講座を実施する。 

・講座テーマの見直しとともに、講
座内容を見直すことにより理解しや
すいように改善した。 
実施回数：１回 

c 

千葉市政出前講座の要請
に応じて職員が地域に出向
き講座を行っていく必要が
ある。 

6 インターネットを活用した講座等
の開催について検討します。 

（再掲：5-課題 1-①-5） 

消費生活

センター 

 

 

 

先進都市のインターネットを活用し
た講座等の実施状況の調査を行い
ながら検討する。 

・近隣先進都市の実施状況を調査
した。 

ｃ 

引き続き、先進都市の実施
状況の調査を行いながら検
討する。 

 

 

 ②学習機会の拡充、自主的な学習活動の支援（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 さまざまな年代層が参加するこ
とができるよう消費生活に関連
する講座を開催します。 

【充実】 
 

消費生活

センター 

さまざまな年代層が参加することが
できるようなテーマを選定し、消費
生活講座を暮らしのプラザにおい
て実施する。 

・消費生活に関する各分野の専門
家を講師に招き、消費生活講座を
実施した。 
実施回数：２３回 
参加人数：延べ５９１人 

b 

引き続き各年代層のニーズ
の把握に努め、テーマの選
定、内容の充実を図る必要
がある。 
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 生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

消費生活講座等を 20 公民館で 29
事業実施した。 
延受講者数：737 人 

b 

各公民館所管区域の学習
ニーズをとらえながら、より
多くの公民館で多様な学習
機会の提供を図る。 

 
 
 
Ｂ 

2 市民の幅広いニーズに対応す
るため、くらしの巡回講座の内
容を充実し、利用促進を図りま
す。 

【充実】 
（再掲：2-課題 1-②-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

くらしの巡回講座の充実を図りなが
ら、市政だより、ホームページ、暮
らしの情報いずみ等により周知を
行う。 

・くらしの巡回講座の利用案内を暮
らしのいずみ、ホームページ等に
掲載し、周知した。 
（講座実績） 

  実施回数：44 回 
  参加人数：延べ 1,606 人 
再掲：2-課題 1-②-1 
 

a 

引き続き利用者のニーズの
把握に努め、利用促進を図
る必要がある。 

3 消費者月間の周知を図り、関連
事業の内容を充実します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消費者月間記念講演会や各区に
おけるミニ講演会を開催する。 

・消費者月間記念講演会を開催し
た。 
開催日：5 月 27 日 
内 容： 
「腹話術で学ぶ悪徳商法」 
～ぴっころ ECCO(鹿庭悦子) 
講演会「食の安全性と地球環
境」 
～講師：服部幸應氏（服部栄
養専門学校校長） 

参加人数：272 人 
・ミニ講演会に変えて、多重債務に
関する街頭キャンペーンを千葉駅
にて実施した。 
実施日：12 月 22 日・1 月 22 日 

 

b 

引き続き消費者月間の周
知を図り、消費者意識の高
揚に寄与する事業を充実さ
せる必要がある。 

4 消費者モニターグループ学習事
業を充実し、継続して学習する
ことができるような環境を整えま
す。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

・消費生活モニターグループ学習
会の開催回数を増やす。 
・消費生活協力員制度を見直し、グ
ループ学習を継続して行うための
環境を整備し、学習活動を支援す
る。 

・消費生活モニター学習活動にお
いて、合同学習を 5 回、グループ
学習を 5 回開催し、その成果を活
動報告書にまとめた。 
・消費生活協力員グループ学習会
を 8 回開催し、その成果を活動報
告書にまとめた。 

b 

本事業を経験したモニター・
消費生活協力員が学習活
動を継続できるようなカリキ
ュラムや仕組みを検討する
必要がある。 
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5 消費生活に関連する図書・ビデ
オ等の学習教材の内容を充実
し、学習活動の場としての消費
生活センターの利用促進を図り
ます。 

【充実】 
（再掲：3-課題 2-②-3） 

 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

消費生活に関連する図書・ビデオ
等の学習教材の充実を図るととも
に、ホームページにおいて新着情
報を発信するほか、暮らしの情報
いずみ等での周知により、利用促
進を図る。 

・消費生活に関連する図書160冊、
ビデオ（DVD を含む）4 本を購入し
た。 
・新規購入図書をホームページ及
び暮らしの情報いずみ 3 月号に新
着情報として掲載した。 
 
利用者数；１，７５３人（年間） 

b 

引き続き図書・ビデオ等学
習教材の利用促進に向け
た周知を図る必要がある。 

 

 ③学校における消費者教育の推進（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 学校における消費者教育を効
果的に進めるためワーキンググ
ループを設置し、事業を推進し
ます。 

【新規】 
（再掲：4-課題 2-③-1） 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

消費者行政担当部局と教育担当部
局の連携による消費者教育推進ワ
ーキンググループを開催し、教員
研修を行いながら児童・生徒に対
する消費者教育を推進する。 

消費者行政担当部局と教育担当部
局の連携による消費者教育推進ワ
ーキンググループを開催し、中学
校家庭科の授業で使える指導用資
料の作成を通して児童・生徒に対
する消費者教育を推進した。 
 

b 

本年度は中学校家庭科に

おける「Ｄ身近な消費生活

と環境」を中心に取り組ん

だが、今後、消費者教育に

関連する他教科との連携を

図っていく必要がある。 

Ｂ 

2 児童、生徒向け啓発冊子等を作
成し、活用を図ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

ワーキンググループにおいて授業
で使用できる児童・生徒向け啓発
冊子を作成し、配布する。 

・中学生用の教材を 500 部作成。 
（サングラス・携帯電話・啓発資料） 
・ワーキンググループにおいて中学
校家庭科の授業で使用できる指導
用資料を作成した。 

a 

高校生向けの啓発冊子の
作成・配布について、実施
に向けた検討を行う必要が
ある。 

・学校現場における、効果

的な資料の活用について

引き続き検討する。 

3 学校への情報提供を推進すると
ともに、くらしの巡回講座の利用
促進を図ります。 

【充実】 
 
 

消費生活

センター 

ワーキンググループにおいて学校
への情報提供の方法を検討すると
ともに、学校でのくらしの巡回講座
を実施する。 

・市内中学校を対象に巡回講座を6
回実施した。 
 b 

小中学校に教材が行き渡り
授業での対応が可能となっ
たため、巡回講座以外の情
報提供の方法を、ワーキン
ググループにおいて引き続
き検討する必要がある。 
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4 大学等と消費者教育に関連す
る事業の協働について検討しま
す。 

消費生活

センター 

他都市の大学等との消費者教育に
関する連携状況の調査を行いなが
ら検討する。 

・政令指定都市に対し行った実態
調査結果を基に、検討を行った。 c 

調査結果を分析し、実施に
向けた検討を行う必要があ
る。 

 

 

 ④消費者教育専門機関との連携（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費者教育支援センター、千葉
県金融広報委員会等の消費者
教育専門機関と連携し、効果的
な消費者教育を推進します。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費者教育支援センター、千葉県
金融広報委員会等の消費者教育
専門機関から講師を招き、消費者
教育に関する手法についての研修
会を行う。 

・消費者教育支援センターより講師
を招き、教員を対象とした消費者教
育の研修を 1 回実施した。 
 

b 

継続的に研修を実施してい
くために、引き続き専門機
関との連携を推進する必要
がある。 

Ｂ 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

②-1 
消費生活講座等の開催回数及び受講者総
数 

回、人 21 回 629 人 24 回 700 人 
（22 回 660 人） 
22 回 665 人 

（23 回 690 人） 
23 回 591 人 

（24 回 700 人） 
回 人 

②-5 
消費者活動コーナー及び資料情報コーナー
の利用者数 

人 1,888 人 2,100 人 
（1,980 人） 
1,791 人 

（2,080 人） 
1,753 人 

（2,100 人） 
人 

③-3 
学校を対象としたくらしの巡回講座の実施回
数 

回 1 回 15 回 
（9 回） 
13 回 

（12 回） 
6 回 

（15 回） 
回 

 

数値目標 
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課題２ 消費者教育の担い手の育成 

 ①消費者教育の担い手となる教師の育成（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 教員研修において消費者教育
の内容や進め方等に関する研
修を実施します。 

【新規】 
（再掲：4-課題 2-③-3） 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

・教育センター専門研修の中で消
費者教育に係る研修を実施する。 
・新学習指導要領の実施に向け
て、小・中学校家庭科講座の研修
内容を検討する。 

・教員を対象とした消費者教育の
研修を 1 回実施した。 

・教育センター専門研修の中学校

家庭科講座（市教研連携）において

消費者教育に関する研修を実施し

た 

b 

継続的に研修を実施すると
ともに、研修内容について
引き続き検討していく必要
がある。 

A 

2 教師を対象としたくらしの巡回講
座の利用促進を図ります。 

【充実】 
 

 

消費生活

センター 

 

 

 

 

ワーキンググループにおいてくらし
の巡回講座の周知を図るとともに、
教育センター専門研修等に講師を
派遣する。 

・巡回講座の周知を図った。 
・教員を対象とした消費者教育の
研修を実施した。 
研修人数 ３０人 
 
・中学校担当教師（家庭科）に対
し、研修できたため評価 a とする。 

a 

中学生用教材を配布したた
め、今後は教員を対象とし
た研修の充実を図る必要
がある。 

3 消費者教育に関する指導用資
料を作成し、活用を図ります。 

【新規】 

消費生活

センター 

指導課 

ワーキンググループにおいて授業
で使用できる消費者教育に関する
指導用資料を検討する。 

・中学生用の教材を 500 部作成。 
（サングラス・携帯電話・啓発資料） 

・ワーキンググループにおいて授業

で使用できる消費者教育に関する

指導用資料を作成した。 

 

a 

学校現場における教材資
料の効果的な使用につい
て引き続き検討する必要が
ある。 
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 ②地域等における消費者教育の担い手の育成、活動支援（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 家庭での消費者教育を推進す
るため保護者を対象としたくらし
の巡回講座の利用促進を図りま
す。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

ＰＴＡ・保護者組織を対象としたくら
しの巡回講座を実施する。 

・ＰＴＡ、保護者組織を対象としたく
らしの巡回講座を実施 
１月８日 松が丘中学校ＰＴＡ 

b 

ＰＴＡ・保護者組織に対し、く
らしの巡回講座の活用につ
いての周知を図る必要があ
る。 

B 

生涯学習

振興課 

ＰＴＡ・保護者組織と連携・協力し
て、各種研修会の場等を活用して
保護者への情報提供に努める。 

ＰＴＡ役員会等で保護者への情報
提供を行った。 b 

広報紙への掲載などＰＴＡ
等との調整を図る。 

2 地域における消費者教育を推
進するため、消費者教育の担い
手養成事業を実施します。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

先進都市の事例を参考に消費者
教育指導者養成事業の実施に向
けて検討する。 

・先進都市の取り組み状況につい
て、聞きとり調査を実施した。 
・電話にて聞き取り調査。２年連続
で調査のみ 

c 

先進事例の取り組みを参考
に、早期の実施に向けて、
検討する。 

3 消費生活に関連する図書・ビデ
オ等の学習教材の内容を充実
し、学習活動の場としての消費
生活センターの利用促進を図り
ます。 

【充実】 
（再掲：3-課題 1-②-5） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

 

消費生活に関連する図書・ビデオ
等の学習教材の充実を図るととも
に、ホームページにおいて新着情
報を発信するほか、暮らしの情報
いずみ等での周知により、利用促
進を図る。 

・消費生活に関連する図書160冊、
ビデオ（DVD を含む）4 本を購入し
た。 
・新規購入図書をホームページ及
び暮らしの情報いずみ 3 月号に新
着情報として掲載した。 
利用件数 1,753 人（年間） 

b 

引き続き図書・ビデオ等学
習教材の利用促進に向け
た周知を図る必要がある。 
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-2 
②-1 

教師や保護者を対象とした巡回講座の実施
回数 

回 0 回 7 回 
（5 回） 
4 回 

（6 回） 
2 回 

（7 回） 
回 

 

 

数値目標 
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課題３ 消費者の意見の反映 

 ①消費者と事業者が意見を交換できる機会の提供（市民局・保健福祉局・経済農政局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 食の安全性に関する講演会や
意見交換会などを開催し、食の
安全に対する知識の普及を図り
ます。 

【充実】 
（再掲：1-課題 1-①-3） 

消費生活

センター 

営農指導課 

・食の安全性に関する講演会を暮
らしのプラザにおいて実施する。 
・消費者モニターと事業者との意見
交換会を実施する。 

・消費者モニター施設見学会・懇談
会を実施した。 

  実施日：10 月 14 日 
  場所：千葉市農政センター、富

田都市農業交流センター 
  参加者：40 人 
・食の安全に関する講座、講演会
を実施した。 
【講座】 

  ・実施日：11 月 5 日 
  テーマ：「賢い野菜選びで、安心

手作り料理」 
  参加者：30 人 
  ・実施日：11 月 6 日 
  テーマ：「賞味期限と食品の正し

い保存方法」 
  参加者：34 人 
  ・実施日：2 月 5 日 
  テーマ：「安心なお肉を食卓に」 
  参加者：27 人 
  ・実施日：2 月 10 日 
  テーマ：「一緒に考えたい食の

安全」 
  参加者：24 人 
 
 【講演会】 
  ・実施日：2 月 15 日 
  テーマ：「今、消費者に求められ

る食卓の安全学」 
  参加者：149 人 

a 

周知方法の工夫により受講

者を増やすとともに、生産

者、消費者の相互理解を深

める契機となるよう、内容を

充実していく必要がある。 

Ａ 
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生活衛生課 平成２２年度千葉市食品衛生監視
指導計画に対する意見交換会を実
施する。 

「食の安全に関する講演会・意見交
換会」を実施した。 
実施日：２月１日 
場所：総合保健医療センター 
参加者：７５名 

b 

・アンケート内容を精査し、
講演内容について更に検
討する必要がある。 

 

 

 ②消費者モニター、消費生活協力員制度等の活用（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費者モニターや消費生活協
力員に対し、消費者施策に関す
るアンケートを実施します。 

消費生活

センター 

 

 

 

消費者モニター、消費生活協力員
に対し、消費生活に関する意識調
査を行う。 

・政令指定都市、近隣県市等の事
業について調査を行い、アンケート
の検討を行った。 c 

調査結果を分析し、実施に
向けた検討を行う必要があ
る。 

Ｃ 

2 インターネットや電子メールを活
用した意見の収集を促進しま
す。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

ホームページへの意見入力フォー
ムの設置について検討する。 

・消費者モニター、消費生活協力員
の通信に、試験的に電子メールを
利用した。 

ｃ 

引き続き、効率的かつ有効
な利用方法を検討を行う必
要がある。 

3 インターネットモニター制度を活
用し、意見の収集を図ります。 

【新規】 

地域振興課 

消 費生活

センター 

 

 

消費者施策の企画立案にあたり、
インターネットモニターに対するア
ンケートを実施するための調査項
目の検討を行う。 

・インターネットモニターに対し、消
費生活センターの周知度に関する
アンケートを実施した。 b 

アンケート結果を今後の消
費者施策に反映させる必要
がある。 
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 ③苦情相談情報の活用（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活センターに寄せられた
苦情相談の内容を分析し、消費
者被害の未然防止・拡大防止な
どに関する施策へ反映させま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費生活相談の分析結果を取りま
とめ、くらしの巡回講座や情報誌に
よる情報提供、関係機関への電子
メールの配信により、注意喚起を図
る。 

・巡回講座において、最新のトラブ
ル事例を入れて話をする。 
消費者被害注意報についても、新
たな手口の事例を発信 
相談概要をいずみ７月号において
掲載 
 

b 

引き続き相談内容の分析を
重ね、消費者被害の未然
防止・拡大防止のための施
策に反映させる必要があ
る。 
 

Ｂ 

 

 

 ④市長への申出制度の活用（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活に支障が生じ、又は拡
大する恐れがあると認めるとき
は、市長に対し適切な措置を講
ずるよう求めることができる「市
長への申出制度」を活用しま
す。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

市長への申出制度の周知を図る。 ・市長への申出制度の理解と活用
に向け、効果的な周知方法につい
て検討した。 

c 

制度の理解と活用に向け
て、効果的な周知を図る必
要がある。 

Ｃ 
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

②-1 
消費者モニター及び消費生活
協力員の人数 

人 
消費生活兼計量ﾓﾆﾀｰ 50 人 

物価ﾓﾆﾀｰ         30 人 

消費生活協力員     97 人 

物価兼計量ﾓﾆﾀｰ 30 人 

消費生活ﾓﾆﾀｰ   25 人 

消費生活協力員  64 人 

物価兼計量ﾓﾆﾀｰ 30 人 

消費生活ﾓﾆﾀｰ   30 人 

消費生活協力員  66 人 

物価兼計量ﾓﾆﾀｰ 人 

消費生活ﾓﾆﾀｰ   人 

消費生活協力員  人 

④-1 「市長への申出」の受理件数 件 0 件 0 件 0 件 件 

 

 

指 標 
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基本的方向４ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 

課題１ 高齢者、障害者に対する支援 

 ①高齢者、障害者に対する消費者教育の充実（市民局・保健福祉局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 文字の大きさ等に配慮した読み
やすく理解しやすい啓発冊子を
作成し、効果的に配布します。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

・高齢者に配慮した啓発冊子等を
高齢者の利用の多い施設に配置
する。 
・障害者に配慮した啓発冊子等の
作成に向けて、関係機関と連携し
て検討する。 

・高齢者に配慮し作成した、悪質商
法追放シールを敬老会で、高齢者
向け啓発冊子等を６区の区民まつ
りで配布 
・高齢者向け冊子「いろは 1,500 部
作成。区民祭りにて配布 
・シール 30,000 枚を作成。敬老会
等で配布 
 

a 

障害者に配慮した啓発冊子
の活用について引き続き検
討する必要がある。 

Ｂ 

2 町内自治会、老人クラブ、障害
者、障害者支援団体等に対する
くらしの巡回講座の利用促進や
情報提供を推進します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

市政だより、ホームページ、暮らし
の情報いずみ等により、巡回講座
の周知と利用の呼びかけを行うとと
もに、啓発冊子等の配布による情
報提供を行う。 

・ホームページ、暮らしの情報いず
み等により、くらしの巡回講座の利
用について周知するとともに、講座
時に啓発冊子を活用することで、情
報提供を行った。 
ＨＰには掲載、・いずみ７月号に
掲載 
 
高齢者に対する巡回講座 ６回 
見守り講座 ９回 

 

b 

引き続きさまざまな媒体を
活用してくらしの巡回講座
の利用促進や情報提供を
推進する必要がある。 

3 成年後見制度に関する講座を
開催するとともに、日常生活自
立支援事業（旧地域福祉権利擁
護事業）に関するパンフレットの
配布等により周知を図ります。 

消費生活

センター 

高齢福祉課 

障害者自立 

支援課 

成年後見制度に関する講座を開催
するとともに、日常生活自立支援事
業に関するパンフレットを各種施設
に配置する。 

・消費生活センター 
成年後見制度に関する講座を消
費生活講座及びくらしの巡回講座
において実施 
消費生活講座   １回３７人受講 
くらしの巡回講座 １回１９人受講 
講座：５月２０日 成年後見センター 
リーガルサポートセンターちば 

b 

・関係機関と連携し、今後も
成年後見制度及び日常生
活自立支援事業の周知を
図る必要がある。 
・成年後見制度の案内にと
どまらず、利用促進を図る
必要がある。 
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巡回：２月２日 あんしんケアセンタ
ー裕和園 
・高齢福祉課 
出前講座や認知症サポーター養成
講座を通じて成年後見制度を紹介
した。 
 出前講座 
 実施回数：  １５ 回 
 参加者 ：  ４６９人 
認知症サポーター養成講座 
実施回数：   75  回 

参加者 ：  2,859 人 
・障害者自立支援課 
出前講座を通じて成年後見制度を
紹介した。 
実施回数 １回 
参加者 ２０人 
 

 
 

 

 

 ②相談体制の充実（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 高齢者や障害者に関する相談
窓口との連携の強化を図りま
す。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費者被害の情報等を高齢者や
障害者に関する相談窓口と共有
し、被害発見時には消費生活相談
に繋ぐための連絡システムを整備
する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議において、被害者発見
時における連絡システム活用につ
いて再確認するとともに更なる連携
の強化について検討した。 
５月２９日幹事会を開催 
６月２３日会議を開催 

 

a 

引き続き、連絡システムの
活用と相互連携の強化を図
っていく必要がある。  

 
 
Ａ 
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2 高齢者や障害者を対象とした特
別相談を実施します。 

（再掲：2-課題 3-①-3） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

・高齢者を対象とした特別相談を実
施する。 
・障害者を対象とした特別相談の
実施を検討する。 

・８都県市、３消費者団体、国民生
活センターによる高齢者被害特別
相談を同時期に実施した。 
実施日：9 月 17 日、18 日 
相談件数：計 18 件 

 

a 

引き続き利用者に対する周
知を図るとともに、障害者を
対象とした特別相談の実施
について関係部局等と更な
る検討が必要である。 

3 消費者被害の解決に向けたあ
っせん交渉等において手話通訳
者を手配します。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

手話通訳者の団体との消費生活相
談における連携について検討す
る。 

・消費生活相談窓口におけるニー
ズの把握に努めた結果、事例がな
く、また、筆談で可能なため手話通
訳の手配は必要ないと判断した。 

― 

今後は、筆談での対応をと
ることとしたい。 

 

 

 ③高齢者、障害者の消費生活サポートネットワークの構築（市民局・保健福祉局） 

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 行政、関係団体などによる高齢
者、障害者の被害防止を図るた
めの見守りネットワークを構築
し、連携の強化を図ります。 

【新規】 

消費生活

センター 

高齢福祉課 

障害者自立 

支援課 

 

 

行政、関係団体などによる高齢者
等悪質商法被害防止ネットワーク
会議を開催し、連絡システムの整
備など被害防止のための連携を図
る。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議において、被害者発見
時における連絡システム活用につ
いて再確認するとともに、更なる連
携の強化について検討した。 
幹事会 1 回（5 月 29 日） 
会議 1 回（6 月 23 日） 

 

a 

・構築した連絡システムの
効果的な運用を図る必要
がある。 

 

Ａ 2 高齢者や障害者に日頃接する
機会の多い人々に対し、消費者
被害防止に関する見守り講座の
実施や情報提供を推進します。 

【充実】 
 
 

消費生活

センター 

 

 

 

 

ネットワーク会議を構成する関係団
体に対して、見守り講座の実施や
啓発冊子等の配布を行うとともに、
被害防止に関する情報を電子メー
ル等により配信する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議の構成団体等に対す
る見守り講座の実施及び、消費者
被害注意報（高齢者被害）の発行
を通して情報の提供を実施した。 
高齢者に対する巡回講座 ６回 
見守り講座 ９回 
消費者被害注意報 15 回発行 

 

b 

引き続き利用者のニーズの
把握に努め、利用促進を図
る必要がある。 
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3 社会福祉協議会やあんしんケア
センター等との連携の強化を図
ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

高齢福祉課 

障害者自立 

支援課 

ネットワーク会議を通じて消費生活
相談の概要などの情報を提供する
とともに、消費生活に関する啓発活
動に対し講師を派遣する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議において相談事例な
どの情報を提供するとともに、社
会福祉協議会やあんしんケアセン
ター等が行う消費生活に関する啓
発活動に対し講師を派遣した。 
見守り講座 9 回実施 
消費者被害注意報 15 回発行 
 

a 

・引き続き、関係機関との連
携を図る必要がある。 
 

4 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより関係機関
等へ配信します。 

【新規】 
（再掲：2-課題 1-①-3） 
（再掲：5-課題 1-①-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

悪質商法被害防止に関する情報を
千葉市行政情報ネットワークシステ
ムを通して庁内関係機関へ配信す
るとともに、外部関係機関への配
信を検討する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で発行の消費者被害
注意報（高齢者被害）を、電子メー
ルで庁内及び外部の関係機関へ
配信。配信回数：15 回 

 
再掲 
 

a 

引き続き最新の情報に関す
る収集に努め、速やかに提
供していくとともに、外部関
係機関への配信を増やして
いく必要がある。 
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-2 
③-2 

高齢者、障害者に対するくらしの巡回講座
及び見守り講座の実施回数 

回 27 回 35 回 
（35 回） 
33 回 

（35 回） 
15 回 

（35 回） 
回 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

②-1 
契約当事者が 60 歳以上の相談件数及び全
相談件数に占める割合 

件、％ 
1,594 件 
23.7％ 

1,818 件 
27.6％ 

1,846 件 
28.6％ 

件 
％ 

 

 

数値目標 

指 標 
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課題２ 若者に対する支援 

 ①若者に対する消費者教育の拡充（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより学校へ配
信します。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

悪質商法被害防止に関する情報を
千葉市行政情報ネットワークシステ
ムを通して市立学校に配信すると
ともに、他の学校への配信を検討
する。 

・消費者被害情報、架空請求のは
がきに関する情報を市立学校へ配
信し注意喚起を図った。 
 

b 

学校現場における情報の
活用について検討する必要
がある。 

Ｂ 

2 インターネット取引の特性やトラ
ブル事例、対策などについて消
費者教育の場において取り上げ
るとともに、啓発講座の充実を
図ります。 

【充実】 
（再掲：5-課題 1-③-2） 

消費生活

センター 

指導課 

ワーキンググループにおいて、イン
ターネット取引の特性やトラブルに
関する啓発冊子を配布するととも
に、啓発講座を実施する。 

・市内中学校に講師を派遣し、イン
ターネット取引の特性やトラブルに
関する啓発冊子を配布するととも
に、授業を 6 回行った。 
１０月２２日・２３日 稲浜中学校 
１２月１日・４日・９日 千城台单中
学校に対し、巡回講座を実施した。 
・ワーキンググループにおいて、各
委員に生徒たちが陥りやすいと思
われる、消費者トラブルに関する啓
発冊子を配布した。 

a 

市立高等学校における新
教材の活用を図る必要が
ある。 

・今後も継続していくことが

望ましい。 

生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

消費生活講座等を 20 公民館で 29
事業実施した。 
延受講者数：737 人 

b 

各公民館所管区域の学習
ニーズをとらえながら、より
多くの公民館で多様な学習
機会の提供を図る。 

3 若者向け悪質商法被害防止共
同キャンペーンを実施します。 

消費生活

センター 

若者の悪質商法被害防止のため、
関東甲信越ブロック共同キャンペ
ーンを実施する。 

・共同キャンペーンの一環として、
悪質商法被害防止リーフレットを作
成し、市内中学校、高等学校、大学
及び専門学校等に配布した。 
中学校３校、 
高校３１校、 
大学１２校、 
専門学校２５校に配布。 

 

b 

大学、専門学校と連携し、リ
ーフレットの活用を図る必
要がある。 
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4 新入生オリエンテーションや新
入社員研修などの機会を利用
し、被害防止のための啓発講座
を実施します。 

【新規】 

消費生活

センター 

 

 

 

先進都市の実施状況の調査を行
いながら実施に向けて検討する。 

・実施しなかった。 

d 

学校、企業のニーズを把握
し、問題点、課題等を抽出
していく必要がある。 

 

 

 ②相談体制の充実（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活相談窓口を周知し、利
用促進を図ります。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

ホームページにおいて発信するほ
か、学校等に啓発冊子や暮らしの
情報いずみ等を配布し、消費生活
相談窓口を周知する。 

・ホームページにおいて発信したほ
か、学校等に啓発冊子や暮らしの
いずみ等を配布し、消費生活の相
談窓口を周知した。 
・HP に掲載。いずみを学校等に配
布した。 
 

b 

引き続きさまざまな媒体を
活用して消費生活センター
の周知を図る必要がある。 

Ｂ 

2 若者を対象とした特別相談を実
施します。 

（再掲：2-課題 3-①-4） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

若者の悪質商法被害防止のため
の関東甲信越ブロック共同キャン
ペーンの一環として、若者を対象と
した特別相談を実施する。 

・関東甲信越ブロックの都県政令
指定都市の消費生活センターによ
る特別相談「若者のトラブル 110
番」を同時期に実施した。 
  実施日：1 月 28 日、29 日 
  相談件数：計 3 件 
 

a 

若者に対し相談窓口及び
特別相談実施の周知を強
化する必要がある。 

3 電子メールによる消費生活相談
の受付について検討します。 

（再掲：2-課題 3-①-6） 
（再掲：5-課題 1-②-2） 

消費生活

センター 

 

 

 

先進都市の電子メールによる消費
生活相談の実施状況の調査を行
いながら検討する。 

・政令都市の実態について調査し、
実施に向け関係機関との調整を含
め検討した。 
・実施状況の調査は平成２０年度
に実施.。 
 

b 

引き続き課題や問題点につ
いて検討する。 

 

 

 



基本的方向４ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 

課題２ 若者に対する支援              

 
46 

 ③消費者教育を推進するための環境の整備（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 学校における消費者教育を効
果的に進めるためワーキンググ
ループを設置し、事業を推進し
ます。 

【新規】 
（再掲：3-課題 1-③-1） 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

ワーキンググループを開催し、教員
研修を行いながら児童・生徒に対
する消費者教育を推進する。 

・ワーキンググループを開催し、授
業で使える指導用資料の作成を通
して、児童・生徒に対する消費者教
育を推進した。 
開催日；６月３日、８月３１日、 

１０月２７日、１２月２５日、 
３月２５日 

 

b 

引き続きワーキンググルー
プにおいて検討を重ね、学
校における消費者教育を推
進する必要がある。 

学校現場における、資料の

効果的な活用について、引

き続き検討する必要があ

る。 

Ｂ 

2 教職員や保護者への情報提供
を推進します。 

【充実】 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

・ワーキンググループにおいて、教
職員や保護者への効果的な情報
提供の手法を検討する。 
・ＰＴＡ・保護者組織を対象としたくら
しの巡回講座を実施する。 

・ＰＴＡ・保護者組織を対象としたくら
しの巡回講座を 1 回実施した。 
・１月８日（金）松ヶ丘中学校PTAに
講座を実施 
・ワーキンググループにおいて、教
職員や保護者への効果的な情報
提供の手法を検討した。 

 

b 

引き続きくらしの巡回講座
をはじめ、さまざまな媒体を
活用して情報提供を推進す
る必要がある。 

引き続き、効果的な情報提

供の手法を検討する必要

がある。 

生涯学習

振興課 

ＰＴＡ・保護者組織と連携・協力し
て、各種研修会の場等を活用して
保護者への情報提供に努める。 

ＰＴＡ役員会等で保護者への情報
提供を行った。 b 

広報紙への掲載などＰＴＡ
等との調整を図る。 

3 教員研修において消費者教育
の内容や進め方等に関する研
修を実施します。 

【新規】 
（再掲：3-課題 2-①-1） 

消費生活

センター 

指導課 

教育センタ

ー 

・教育センター専門研修の中で消
費者教育に係る研修を実施する。 
・新学習指導要領の実施に向け
て、小・中学校家庭科講座の研修
内容を検討する。 

・教員を対象とした消費者教育の

研修を１回実施した。 

 
b 

継続的に研修を実施すると
ともに、研修内容について
引き続き検討していく必要
がある。 
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個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

②-1 
契約当事者が 20 歳代までの相談件数及び
全相談件数に占める割合 

件、％ 
1,259 件 
18.7％ 

886 件 
13.4％ 

796 件 
12.3％ 

件 
％ 

 

 

 

指 標 



基本的方向４ 消費者の年齢その他の特性に対する配慮 
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課題３ 多重債務者に対する支援 

 ①相談窓口における対応（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 相談窓口において丁寧な聴取り
を行い問題点を整理し、債務整
理のための方法等に関する情
報を提供します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費生活相談において、丁寧な聴
取りを行い問題点を整理し、債務
整理のための方法等に関する情報
を提供する。 

消費生活相談において多重債務に
関する相談を受け付け、債務整理
のための方法等に関する情報を提
供した。 
 特別相談：２４回（月２回） 
多重債務相談：１３０件 
 

a 

解決に向けた情報を提供し
た後の結果報告を受理する
ための仕組みを整備する必
要がある。 

Ａ 

2 弁護士会等と連携を図り、適切
な相談の引継ぎを行います。 

【充実】 
（再掲：2-課題 3-③-1） 

消費生活

センター 

 

 

 

相談者の希望に基づき、千葉県弁
護士会への引継ぎを行う。 

・多重債務に関する相談について、
必要に応じ千葉県弁護士会へ相談
に関する情報を引き継いだ。 
 弁護士会引継ぎ件数：９８件 
 
特別相談：２４回（月２回） 
多重債務相談：１３０件 
 

a 

今後も弁護士会へ適切に
情報を引継ぐなど連携を図
っていく必要がある。 

3 多重債務問題に関する特別相
談を定期的に実施します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

千葉県弁護士会と連携し、弁護士
による多重債務特別相談を実施す
る。 

・弁護士による多重債務者特別相
談を毎月 2回実施した。 
  実施回数：24 回 
  利用者数：130 人 
 
・市ＨＰ、市政だよりにて掲載し、相
談者を募集した。 
 

a 

引き続き利用者に対する周
知を図る必要がある。 

4 千葉市多重債務者支援庁内連
絡会議における多重債務者支
援策を推進します。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

千葉市多重債務者支援庁内連絡
会議を開催し、多重債務者の掘り
起こしと消費生活相談への誘導を
図る。 

・千葉市多重債務者支援庁内連絡
会議を 2 回開催し、多重債務者の
掘り起こしと消費生活相談への誘
導を図った。 
開催日 
１回目６月８日、 
２回目１１月１８日 

b 

連絡会議の充実を図るとと
もに、多重債務者の掘り起
こしに努める必要がある。 
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 ②関係機関との連携（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 弁護士会等と連携し、多重債務
者の相談体制の強化を図りま
す。 

【充実】 

消費生活

センター 

 

 

 

千葉県弁護士会と連携し、弁護士
による多重債務特別相談を実施す
る。 

・弁護士による多重債務者特別相
談を毎月 2回実施した。 
  実施回数：24 回 
  利用者数：130 人 
・市ＨＰ、市政だよりにて掲載し、相
談者の募集をした。 
 

a 

引き続き利用者に対する周
知を図る必要がある。 

Ａ 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-1 
多重債務者の相談件数及び全相談件数に
占める割合 

件、％ 
373 件 
5.5％ 

435 件 
6.6％ 

361 件 
5.6％ 

件 
％ 

 

 

指 標 
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基本的方向５ 複雑・多様化する社会への対応 

課題１ 高度情報通信社会への対応 

 ①情報提供の推進（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 悪質商法被害防止に関する情
報を電子メールにより関係機関
等へ配信します。 

【新規】 
（再掲：2-課題 1-①-3） 
（再掲：4-課題 1-③-4） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

悪質商法被害防止に関する情報を
千葉市行政情報ネットワークシステ
ムを通して庁内関係機関へ配信す
るとともに、外部関係機関への配
信を検討する。 

・高齢者等悪質商法被害防止ネッ
トワーク会議で発行の消費者被害
注意報（高齢者被害）を、電子メー
ルで庁内及び外部の関係機関へ
配信した。 

   配信回数：15 回 
 

a 

引き続き最新の情報に関す
る収集に努め、速やかに提
供していくとともに、外部関
係機関への配信を増やして
いく必要がある。 

Ｂ 

2 ちばし安全・安心メールを利用
し、悪質商法被害防止に関する
情報を配信します。 

【充実】 
（再掲：2-課題 1-①-4） 

地域安全課 

消 費生活

センター 

悪質商法被害防止に関する情報を
ワンポイント防犯情報として登録者
に対し随時配信する。 

・消費者被害に関する情報を、ワン
ポイント防犯情報として登録者に
配信し、注意喚起を図った。 

 配信回数地域安全課 ６回 
       消費生活センター ７回 
 

a 

引き続き最新の情報を配信

していく必要がある。 

3 消費生活に関連する講演会、講
座などの開催情報をホームペー
ジなどにより提供します。 

（再掲：3-課題 1-①-3） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

 

消費生活に関連する講演会、講座
などの開催情報を随時ホームペー
ジにより提供する。 

・消費生活センターが主催する啓
発事業である講座・講演会などの
開催情報や相談事業である多重債
務特別相談の実施案内を随時ホー
ムページに掲載した。 

a 

引き続き開催情報を迅速に
ホームページに掲載すると
ともに、募集案内チラシの
配置場所・部数の見直しを
行い効果的な周知を図る必
要がある。 

4 ホームページ等の電子媒体から
の情報を得ることが困難な人に
対する情報提供手段の確保を
図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

くらしの巡回講座や高齢者等悪質
商法被害防止ネットワークを活用
するとともに、公共施設等に啓発冊
子や暮らしの情報いずみ等を配置
し、情報を提供する。 

・啓発冊子等を消費生活センター
主催の各種講座や集客の多い敬
老会、区民まつり等のイベントで配
布するとともに、公共施設等へ配置
した。 
・くらしの巡回講座 年５０回実施 
（うち高齢者ネットワーク９回） 
いずみを公共施設（図書館、区役

b 

配置場所の検討を引き続き
行い、効果的な情報提供に
努める必要がある。 
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所等）で配置 
他に敬老会や区民祭りでも実施 

5 インターネットを活用した講座等
の開催について検討します。 

（再掲：3-課題 1-①-6） 

消費生活

センター 

 

 

先進都市のインターネットを活用し
た講座等の実施状況の調査を行い
ながら検討する。  

・近隣先進都市の取り組み状況に
ついて、聞きとり調査を実施した。 
 

c 

引き続き、先進都市の実施
状況の調査を行いながら検
討する。 

 

 

 

 ②相談、申込手続き等の電子化（企画調整局・市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 啓発講座や講演会等の参加申
込手続きの電子化について検
討します。 

消費生活

センター 

情報政策課 

 

 

 

啓発講座や講演会等の参加申込
手続きの電子化の検討に取り組
む。 

・検討の結果、消費者月間記念講
演会の参加申込手続きの電子化
に平成 22 年度から取り組むことと
した。 
 
 

b 

消費者月間記念講演会の
参加申込は往復はがきだ
けでなく、電子申請でも可
能であることの周知に努め
る。 
 Ｂ 

2 電子メールによる消費生活相談
の受付について検討します。 

（再掲：2-課題 3-①-6） 
（再掲：4-課題 2-②-3） 

消費生活

センター 

 

 

 

先進都市の電子メールによる消費
生活相談の実施状況の調査を行
いながら検討する。 

・政令都市の実態について調査し、
実施に向け関係機関との調整を含
め検討した。 
・実施状況の調査は平成２０年度
に実施。 
 

b 

引き続き課題や問題点につ
いて検討する。 
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 ③インターネットトラブルへの対応（市民局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 身に覚えのない請求を突然受け
る架空請求はがき等の発信元
に関する情報をホームページに
より迅速に提供します。 

（再掲：2-課題 1-①-6） 

消費生活

センター 

 

 

 

 

消費生活相談の状況を考慮し、発
信元に関する情報を随時ホームペ
ージに掲載する。 

・ホームページに架空請求はがき
の発信元に関する情報を掲載し
た。 

 掲載件数：４件 
 

a 

引き続き最新の情報の収
集に努め、速やかに提供し
ていく必要がある。 

Ａ 

2 インターネット取引の特性やトラ
ブル事例、対策などについて消
費者教育の場において取り上げ
るとともに、啓発講座の充実を
図ります。 

【充実】 
（再掲：4-課題 2-①-2） 

消費生活

センター 

指導課 

ワーキンググループにおいて、イン
ターネット取引の特性やトラブルに
関する啓発冊子を配布するととも
に、啓発講座を開催する。 

・市内中学校に講師を派遣し、イン
ターネット取引の特性やトラブルに
関する啓発冊子を配布するととも
に、授業を 6 回行った。 
（稲浜中学校、千城台单中学校） 
・ワーキンググループの協力で中
学校生徒向けの教材を作成した。
年間５回開催（サングラス・携帯電
話・啓発資料作成） 
開催日６月３日、８月３１日、 

１０月２７日、１２月２５日、 
３月２５日 

・ワーキンググループにおいて、各
委員に、生徒たちが陥りやすいと
思われる、消費者トラブルに関する
啓発冊子を配布した。 

 

a 

市立高校における新教材
の活用を検討する。 

・今後も継続していくことが

望ましい。 

生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

消費生活講座等を 20 公民館で 29
事業実施した。 
延受講者数：737 人 

b 

各公民館所管区域の学習
ニーズをとらえながら、より
多くの公民館で多様な学習
機会の提供を図る。 
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 ④個人情報に係る苦情処理のあっせん（市民局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 消費生活に関連する個人情報
の取扱いについて生じた市民と
事業者との間の苦情の処理の
あっせん等を行います。 

消費生活

センター 

消費生活相談において、消費生活
に関連する個人情報の取扱いにつ
いて生じた市民と事業者との間の
苦情の処理のあっせん等を行う。 

・消費生活相談において、消費生
活に関連する個人情報の取扱いに
関する相談を受け付け、情報提
供、あっせん等を行った。 
相談件数：２６件 
 

b 

引き続き相談窓口の周知を
図る必要がある。 

Ｂ 

 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

①-3 
消費生活センターホームページのアクセス
件数 

件 
5,934 件 

（18 年 10 月～ 
19 年 3 月まで） 

17,835 件 14,610 件 件 

③-1 
架空請求はがき等の発信元に関する情報
のホームページへの掲載件数 

件 6 件 14 件 4 件 件 

④-1 
消費生活センターにおいて受けた個人情報
に係る相談件数 

件 61 件 26 件 26 件 件 

 

 

指 標 
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課題２ 環境に配慮した消費生活の推進 

 ①循環型ライフスタイルの推進（環境局）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 焼却ごみ１／３削減に向けた普
及啓発活動を推進します。 

【充実】 

 

ご み 減 量 

推進課 

・引き続き「焼却ごみ１／３削減」に
ついて普及啓発を行い、多くの市
民にごみの減量・分別の徹底に取
り組んでもらえるようＰＲを展開す
る。 
・「焼却ごみ１／３削減推進市民会
議」の中で、市民・事業者・市の三
者が一体となったごみ減量に向け
た具体的な取り組みを進める。 

・「焼却ごみ１／３削減」について、
主に以下のような普及啓発事業
を実施した。 

   町内自治会での説明会 
    実施回数：92(3 月末予定) 

スーパー店頭キャンペーン 
実施店舗：18 店舗 

   雑がみ分別 PR キャラバンの
実施 

   宅建業協会、不動産協会を通
じた賃貸住宅入居者への PR
実施 

・第 4 回 3R 推進全国大会の開催 
・小学生によるごみ出しチェック「ヘ
ラソーズ」を実施し、卖身者や若
い家族を対象として意識したＰＲ
を展開した。 

・「焼却ごみ１／３削減」推進市民会
議を開催し、市民・事業者・市の
三者が協働したごみ減量の具体
的方策について、6つのグループ
に分かれて、委員が主体となっ
た活動を行った。 

・平成２１年度の焼却ごみの量は、
12 月末時点で、昨年度と比較し
て約 11,500 トン減った。 

b 

今後、焼却ごみの量を計画
どおり進めていくためには、
普及啓発活動をより広く実
施していく必要がある。 
新たな取り組み 

Ｂ 

2 ごみ減量のための「ちばルー
ル」の普及、定着に向け、マイバ
ッグキャンペーンの実施や「ちば
ルール」協定店の拡充などに取

ご み 減 量

推進課 

・１１月中旪～翌年１月中旪にマイ
バッグキャンペーンを実施する。 
・キャンペーン協力店舗の募集に
合わせ「ちばルール」協定店の拡

・マイバッグキャンペーンを市内211
店舗で実施した。 
実施期間：H21.11.15～H22.1.15
応募総数：32,165 枚 

b 

引き続き協定店の拡充に努
めるため、より効果的なＰＲ
方法を検討する。 
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り組みます。 
【充実】 

充に努める。 ・「ちばルール」協定店の拡充を図
った。 
協定店数：108 協定 250 店舗 

3 リサイクル情報紙やリサイクル
ハンドブックの発行、清掃施設
見学会の開催などにより、ごみ
の減量やリサイクルに関する意
識の高揚を図ります。 

【充実】 

ご み 減 量

推進課 

・ごみ減量広報紙のクリーンネット
ちばを年１回、リサイクリーンちば
を年２回、リサイクルハンドブック
を年１回発行する。 

・GO!GO!へらそうくんを９月に発行
した。381,000 部 

・リサイクルハンドブックを 3 月に発
行した。27,000 部 
・リサイクリーンちばを年２回（７月、
３月）に発行した。（33,400 部） 

b 

新聞購読者が減尐傾向に
あることから、効果的な配
布方法を検討する必要があ
る。 

4 自発的なごみ減量・再資源化活
動を推進するため、生ごみ減量
処理機等の購入費の助成や古
紙・布類を回収する集団回収の
支援を実施します。 

【充実】 

ご み 減 量

推進課 

・生ごみ減量処理機等７８０基分の
購入費の助成を行う。 
・古紙、布類の集団回収の２４，９０
０トン分の補助や保管庫等の設置
などに対する支援を行う。 

・生ごみ減量処理機等の購入費助
成を実施した。 
 補助基数：７１１基 
・古紙・布類の集団回収に補助金
を交付した。回収量 22,000t（見込） 
用具貸与 ７７団体 

c 

 
・集団回収量が減尐傾向に
ある（市全体の古紙、布類
資源化量は増加） 

5 エコライフカレンダーの作成・配
布や環境シェフ、環境宣言の募
集により、地球温暖化対策の取
組みを推進します。 

環境調整課 ・エコライフカレンダーを 30,000 部
作成する。 
・環境シェフ、環境宣言の登録者数
拡大を図る。 

・エコライフカレンダーを 30,000 部
作成し、配布した。 
・環境シェフ、環境宣言の登録者数
拡大を図った。 
環境シェフ：8,712 人 
環境宣言：50,784 人 
（平成 22 年 1 月末現在） 

b 

・エコライフカレンダーの配
布数および配布方法につ
いて見直しを検討する。 
・環境シェフ及び環境宣言
の登録者拡大に向けて啓
発を図る必要がある。 

 

 

 ②消費者に対する環境教育の推進（市民局・環境局・教育委員会）  

  施策の内容 担当課 平成 21 年度実施予定 平成 21 年度実績等 評価 今後の課題 
項目
評価 

1 環境問題関連の講演会や学習
会などを開催し、環境保全に向
けた意識の高揚を図ります。 

消費生活

センター 

 

 

 

 

・パネル展示等を通して環境教育
の推進を図る。 
・消費生活モニター活動において環
境問題関連のグループ学習会を
行う。 

・消費生活モニターグループ学習に
おいて「節電から考える CO2 削
減」をテーマに掲げたグループが
学習活動を行い、その成果を活
動報告書にまとめた。 

・消費生活協力員グループ学習活

b 

引き続き消費者の視点に立
った啓発事業の実施を行う
必要がある。 
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動において「包装容器の変遷と将
来像」をテーマに掲げたグループ
が学習活動を行い、その成果を活 
動報告書にまとめた。 

 

 
 
 
Ｂ 

環境調整課 ・公民館等での環境教育講座を開
催する。 
・環境月間の周知を図るため、環
境フェスティバルを開催する。 

・公民館等での環境教育講座を 8
講座開催した。 
・環境フェスティバルを開催した。 c 

・公民館への情報提供方法
について検討する。 
・環境フェスティバルの実施
内容について検討する。 

生涯学習

振興課 

各公民館等において、それぞれの
地域の実情や学習ニーズを踏ま
え、学習機会の提供に努める。 

環境教育講座等を32公民館で、42
事業実施した。 
延受講者：954 人。 

a 

様々な視点で環境問題をと
らえ、より多くの公民館で多
様な学習機会の提供を図
る。 

2 児童、生徒向け環境教育教材を
作成するとともにこれを活用し、
環境教育を推進します。 

環境調整課 

指導課 

小・中学生向けの環境教育教材を
作成し、小学校４年生・中学校１年
生に配布する。 

・環境教育教材について小学生向
け 10,000 部、中学生向け 10,000
部を作成し、配布した。 

a 
・21 年度に改訂した教材を

使っての意見を聞き、22 年

度の改訂に反映する。 

3 環境学習モデル校を指定し、環
境保全活動を推進します。 

環境調整課 

指導課 

環境学習モデル校を小・中学校と
も各区１校ずつ指定し、環境保全
活動を推進する。 

・各区より、小学校１校、中学校１
校を環境学習モデル校に指定し、
環境保全活動を推進した。 

 a 

・教育委員会との連携の強
化を検討する。 

・総合的な学習の時間など

で、探究的な活動の中で環

境についてとらえられるよう

にする。 

4 幼児用・小学校低学年用のリサ
イクル教育図書を発行するとと
もに、ごみの分別方法や再資源
化について体験学習する「ごみ
分別スクール」を実施します。 

ご み 減 量

推進課 

・３Ｒ啓発教育図書を４月に対象施
設に配布する。 
・ごみ分別スクールを全市立小学
校（１２０校）で実施する。 

・３Ｒ啓発教育図書を４月に対象施
設に配布した。 
・ごみ分別スクールを全市立小学
校（１２０校）で実施した。 

b 

・ごみ分別スクール実施校
の拡大を図っていく。 

5 地域における環境学習活動や
環境保全活動の指導者を養成
するための講座を実施します。 

 

環境調整課 環境学習指導者養成講座を開催
する。 

環境学習指導者養成講座を開催し
た。 
  実施日：全 8 回 

10 月 7 日～11 月 25 日     
  場所：総合保健医療センター、 

c 

講座内容、募集期間等につ
いて再度検討する。 
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      昭和の森 
参加者数：22 人 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
目標値 

（平成 22 年度） 

平成 20 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 21 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

平成 22 年度 
（上段：目標値） 
下段：実績値 

①-1 
一人１日あたりのごみ（一般廃棄物）の排出
量 

グラム 
1,025 グラム 
（平成 17 年度） 

865 グラム 
（938 グラム） 
863 グラム 

（919 グラム） 
812 グラム 

（865 グラム） 
グラム 

②-5 
地域における環境学習活動や環境保全活
動の指導者を養成 

名 23 名 60 名 
（60 名） 
19 名 

（60 名） 
22 名 

（60 名） 
名 

 

 

 

 

 

個別施策 項目名 卖位 
現況値 

（平成 18 年度） 
平成 20 年度 
実績値 

平成 21 年度 
実績値 

平成 22 年度 
実績値 

②-3 環境学習モデル指定校 校 12 校 12 校 12 校 校 

 

数値目標 

指 標 


